
常任委員会 レポート
各委員会に付託された議案等について、

議会最終日に委員長が審査経過と結果を報告します。

総務文教常任委員会 岡田竜一 委員長

市民福祉常任委員会 笹川信子 委員長

経済建設常任委員会 坂井良永 委員長

審査
答
協
議
会
の
構
成
員
で
も
あ
り
、
県
、

他
市
町
と
の
担
当
職
員
と
行
っ
て

い
る
。

問
森
林
計
画
作
成
の
た
め
、
必
要
と
す

る
市
の
役
割
は
ど
う
か
。

答
三
条
市
森
林
整
備
計
画
と
の
合
致
の

確
認
と
林
業
施
業
の
機
運
に
努
め
る
。

三
条
市
の
温
泉
宿
泊
施
設
に
つ
い
て

問
棚
鱗
地
内
決
定
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答
誘
致
予
定
者
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
期

待
感
が
持
て
る
場
所
で
あ
っ
た
。

問
地
元
業
者
と
の
話
し
合
い
は
ど
う
か
。

答
事
前
に
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

大
崎
中
学
校
移
転
後
の

有
効
活
用
に
つ
い
て

問
地
元
か
ら
の
要
望
内
容
は
？

そ
し
て
、
内
水
対
策
を
入
れ
た
計
画
を

考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
が
い
か
が
か
？

答
子
育
て
支
援
施
設
等
の
建
設
、
公
民

館
機
能
を
有
し
た
（
仮
称
）
コ
ミ
セ
ン

の
建
設
、
体
育
館
の
建
設
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
整
備
、
避
難
所
お
よ
び
資
機

材
の
保
管
場
所
な
ど
に
よ
り
大
崎
地

区
の
活
動
拠
点
と
な
る
よ
う
に
と
い

う
要
望
が
出
て
い
る
。
大
崎
地
区
の

雨
水
対
策
に
つ
い
て
は
、
三
条
市
公

共
下
水
道
事
業
に
よ
り
進
め
る
も
の

と
し
て
あ
り
、
現
在
見
直
し
を
し
て

い
る
。
大
崎
中
学
校
跡
地
活
用
を
他

の
案
と
比
較
検
討
し
て
い
く
。

行
政
経
営
品
質
に
つ
い
て

問
こ
れ
ま
で
の
行
政
主
導
の
発
想
を
や

め
、
住
民
本
位
の
行
政
を
実
現
す
る

た
め
の
「
行
政
経
営
品
質
」
を
導
入
す

る
考
え
は
あ
る
の
か
。

答
若
干
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
違
う
が
、

最
終
的
な
目
的
は
ほ
ぼ
同
意
と
捉
え

て
い
る
。
三
条
市
も
個
別
計
画
を
更

新
し
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
で
、
住

民
本
位
の
行
政
運
営
が
で
き
る
だ
ろ

う
と
捉
え
て
い
る
。

手
づ
く
り
し
か
け
絵
本
コ
ン
ク
ー
ル

に
つ
い
て

問
手
づ
く
り
し
か
け
絵
本
コ
ン
ク
ー
ル

の
応
募
締
め
切
り
が
11
月
18
日
だ
っ

た
が
、
応
募
状
況
と
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
全
国
各
地
か
ら
１
０
４
点
の
応
募
が

あ
り
、
12
月
６
日
に
入
賞
者
を
決
定

し
た
。

三
条
小
学
校
跡
地
の
活
用
に
つ
い
て

問
あ
と
３
カ
月
半
後
に
閉
校
を
迎
え
る

三
条
小
学
校
跡
地
の
活
用
に
つ
い
て

市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。

答
隣
接
す
る
ス
テ
ー
ジ
え
ん
が
わ
、
鍛

冶
道
場
、
新
た
な
施
設
の
要
望
の
あ

る
図
書
館
、
鍛
冶
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、

こ
れ
に
加
え
て
理
科
教
育
セ
ン
タ
ー

機
能
を
兼
ね
備
え
た
新
た
な
複
合
施

設
の
設
置
を
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

新
年
度
予
算
編
成
と
諸
課
題
に
つ
い
て

問
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
築
か
れ
た
10

年
間
の
実
績
を
踏
ま
え
ら
れ
、
新
年
度

予
算
は
市
長
３
期
目
後
半
の
集
大
成
に

向
け
て
の
編
成
だ
と
思
う
が
所
見
を
承

り
た
い
。

ま
た
、
私
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
地

元
要
望
の
大
崎
中
学
校
跡
地
の
有
効

活
用
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答
総
合
計
画
を
策
定
し
て
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
こ
の
ベ
ク

ト
ル
で
進
め
て
い
く
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
財
政
面
か
ら
普
通
交
付
税
の
合

併
算
定
替
え
に
伴
う
減
額
が
頭
の
痛
い

と
こ
ろ
で
あ
り
、
歳
出
に
お
い
て
は
公

債
費
等
の
義
務
的
経
費
、
老
朽
化
す
る

公
共
施
設
等
の
維
持
修
繕
費
の
増
加
の

問
題
も
あ
る
。
こ
の
難
し
い
パ
ズ
ル
を

ど
う
解
い
て
い
く
の
か
、
何
と
か
予
算

を
ま
と
め
上
げ
自
信
の
あ
る
予
算
を
皆

様
方
に
ご
提
示
を
し
て
い
き
た
い
。

大
崎
中
学
校
跡
地
の
活
用
は
、
11
月
８

日
に
要
望
を
頂
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

も
の
は
解
体
す
る
が
、
で
き
る
限
り
現

有
施
設
を
維
持
し
な
が
ら
要
望
頂
い
た

も
の
を
う
ま
く
は
め
込
む
こ
と
が
で
き

な
い
か
今
後
つ
め
て
い
く
。

大崎中学校

三条小学校

資金の借り入れに入札方式を導入

福島県からの自主避難者の県営住宅
入居を県と共に支援

地元建設業者の育成を目的に
包括的維持管理委託を実施

　議第６号三条市立保育所条例の一部改正についてで
は、現嵐南保育所の跡地利用について、現時点ではその他
の用途利用は予定していない。園舎については、老朽化し
ているため解体する方向で検討しているとのことでした。
　議第10号旭・裏館統合保育所建設建築本体工事請負契約
の締結についてでは、１階と２階の構造を分けた理由につい
て、木のぬくもりが子どもたちに良い影響を与えることから
木造も検討したが、音の関係があり、１階は遮音効果の高い
鉄筋コンクリート造りにさせていただいたとのことでした。
　議第12号平成28年度三条市一般会計補正予算では、資
金の借り入れについて、市中銀行から借り入れる場合、今
年度から入札方式を取り入れ、金利の一番安いところから
借り入れているとのことでした。

　ふるさと三条応援寄付金の返礼品の選定について、事務
受託業者から提案等は積極的にしていただいているが、最
終的な決定は三条市が行っているとのことでした。
　また、グラウンドの芝生化について、小学校については今
回の４校が終わると残り４校となる。この４校については
平成30年度以降、交付金等の状況を見ながら順次整備に
努めたい。中学校については芝生化せず、排水状況が悪く
教育活動等の支障となっている学校について全面改修を
進めており、本成寺中学校の改修が終わると大規模な改修
は全て終了するとのことでした。

　議第12号平成28年度三条市一般会計補正予算では、清
掃センターストックヤード外構工事の一部が国の交付金の
対象外事業と指摘されたことに伴う償還金について、交付
金の対象となる循環型社会形成推進地域計画に基づく事
業の範囲に対する解釈に会計検査院と相違があったこと
によるもので、今回の指摘事項も含めて、今後当該計画の
見直しを検討したいとのことでした。
　また、東日本大震災による福島県からの自主避難者が、
応急仮設住宅の供与期間終了後、県営住宅に入居するこ

とに伴う経済的負担について、所得に応じた家賃を負担す
ることにはなるが、世帯の中に福島県で生活する家族がい
る場合は世帯全体の所得を２分の１として取り扱う他、県
がエアコン、風呂釜等を設置するといった支援もあるとの
ことでした。

　議第12号平成28年度三条市一般会計補正予算では、庭
園の郷保内に誘導看板を設置することについて、これはあく
まで施設に入りやすくするためのサインであり、誘客のため
には当然ソフト事業が大切だと考えている。今年度は講師を
呼び、店のレイアウトやポップの作り方の他、地域や施設の
魅力について改めて検証するとのことでした。
　また、社会資本に係る包括的維持管理委託について、社会
インフラが老朽化する一方で建設業者等が衰退している現
状の下、地元の業者を育成するところに本来の目的があり、

今回の業務区域内において事業展開している業者が受託す
ることを期待しているとのことでした。
　参加資格要件を３者から10者の共同企業体としたのは、
平成29年４月から委託するに当たり、事業協同組合を設立
することは時間的に難しいからであり、この要件を今後どう
するのかということについては、また検討していきたいとのこ
とでした。
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